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平成 30 年度文化庁委託 事業  

「劇場・音 楽堂等へ の芸術 文化活動 支援  支 援員の派遣 による支 援」  

募集につい て  

 

 

１  主 催  

文化庁・公益社 団法人全国 公立文化施設 協会  

 

２  目 的  

本事業は、公益 社団法人全 国公立文化施 設協 会（以下 、「全国 公文協」と いう）が文

化庁から委託を 受けて実施 する事業であ り 、「劇場、音楽堂 等の活性化 に関する法律 」

（平成 24 年法律第 49 号。以 下、「劇場法 」 という。）及び「 劇場、音楽 堂等の事業 の

活性化のための 取組に関す る指針」（平成 25 年文部科学省告 示第 60 号） を踏まえ、

我が国の文化拠 点である劇 場・音楽堂等 （劇 場法第２条第１ 項に規定す る劇場、音楽

堂等をいう。以 下同じ。）に おいて、実 演芸 術（劇場法第２ 条第２項に 規定する実演 芸

術をいう。以下 同じ。）に関 する活動や 、劇 場、音楽堂等の 事業が自主 的・主体的に 行

われるよう、自 主事業の企 画・実施、施 設の 管理・運営等に 関する指導 助言を行う 専

門家（以下、「支 援員等」と いう）を派 遣し 、企画・運営力 等の向上を 図ることを目 的

とします。  

 

３  支援内容  

・支援内容（テ ーマ） は、 下記「支援員 等の 業務」（1） ～（9）に該当す るもの とな

ります。具体的 内容は 申込 書（ 様式２） をご 覧ください。  

 ・本年度は申 込者毎に 各 施設等の課題 に対 応し優先度の高 い 支援内容 （テーマ）の 項

目を原則として 1 つに 絞ってお申 込みくださ い。 申込書（様式 1）に記載 いただい

た支援内容（テ ーマ） を審 査会で検討し 決定 いたしますので 、 様式 1（ 1）～（ 3）

の設問に具体的 に記入をし てください。  

 

（1）運営 方針等に関す る指導助言  

（2）年間 事業計画に関 する 指導助 言  

（3）個別 の自主企画事 業の企画 制 作に関す る指導助言  

（4）中期 計画（ 3 か年 程度）の企 画立案に 関 する指導助言  

（5）劇場 ・音楽堂等が 行う芸術文 化活動（ 創作活動） の企 画制作 に関 する指導助言  

（6）施設 の管理・運営 に関する指 導助言  

（7）施設 の修繕・改修 計画の企画 立案に 関 する指導助言  

（8）劇場 ・音楽堂等の 新設に関す る指導助 言 (基本構想立案 段階でも可 )  

（9）その 他劇場・音楽 堂等の活性 化につな がる指導助言  
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４  派遣する支 援員等  

・劇場・音楽堂 等の活動の 活性化に資す る文 化政策、舞台芸 術、管理運 営、事業企  

画、舞台技術、 施設改修等 の分野に関す る有 識者又は専門家 を派遣しま す。  

・原則として、 申込者毎に １名の派遣と しま す。様式 1「希望 支援員 氏名 」欄には 1

名のみ記載して ください。 審査会で支援 内容 により 複数の支 援員の派遣 が望ましい

と判断された場 合は、複数 の支援員を派 遣い たします。  

・同じ支援員は 、同じ施設 等に連続して ２年 まで派遣が可能 です。  

例）平成 28 年度 、29 年 度に連続し て派遣し た支援員は、平成 30 年度は 派遣がで

きません。  

 

５  派遣の種類  

・館派遣型：１ 施設を対象 に派遣をしま す。  

・地域派遣型： 複数施設に 対しての支援 を行 います（同一市 内、同一県 内の複数施設   

の支援、同一管 理者の施設 等）。 代表施 設、 連絡担当者を決 めてお申込 みください。  

 

６  派遣回数、 時間  

 年間最大３回 までとし、 １回の支援時 間は 概ね 4 時間程度としま す。  

 

７  実施規模  

延 90 回程度  

 

８  実施期間  

平成 30 年 7 月 10 日（火 ）～平成 31 年 1 月 15 日（火）  

   

９  申込者  

施設等の設置者 、 運営者（ 指定管理者等 ）  

※  平成 27 年度か ら 29 年度ま で３年連続 して 当事業で支援員 の派遣を行 った施設等

（申込団体が 設置者、 管理者の 双方を含 む） は今年度の支 援の対象 となりま せん。

ご了承ください 。  

 

10 申込期 間  

  平成 30 年 5 月 15 日 （火）～平成 30 年 6 月 12 日（火）  

 

11 申込方 法  

（1）申 込書（ 様式１､２ ）を全国 公文協 ホー ムページ よりダ ウンロード してください 。  

（2）申込書（ 様式１､２ ）に内容 を記入し 、メ ール（pdf ファ イル ）で お送りくだ さい。  

メールで申込 みができ ない場合 は、 ４ペ ージ 記載の申込 先 ・問合せ 先まで ご 連絡

ください。  

※  申込後、担当者 より希望内 容について確 認の ご連絡をする場 合がありま す。  
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12 審査会  

・学識経験者等 による「審 査会」を開催 し、 派遣先、支援内 容、実施回 数等を決定し

ます。  

・審査会での審 査により、 ご希望頂いた 回数 の派遣や派遣そ のものがで きない場合が

あります。  

 

13 申込か ら実施まで の 流れ  

・申 込 期 間 平成 30 年 5 月 15 日（火 ）～平成 30 年 6 月 12 日（火）  

 ※ホームページ より申込書（様式 １､２ ）をダ ウンロードし、

メール(pdf ファイル )でお送り ください。  

・審 査 会 平成 30 年 6 月下旬（予 定）  

 ※申込者の出席 は不要です  

 

・審 査 結 果通知  平成 30 年 7 月上旬（予 定）  

 ※郵送又はメー ルにより 、支援員名 、実施回 数、実施内容 等

を通知します。  

・ 支 援 員 等 と の 日 程

調整、打合せ等  

決定通知が届き 次第、支 援員 等に連 絡の上 、日程、支援内 容の

詳細等を調整し て ください 。  

 ※原則申込者が 支援員等へ 直接連絡し、日程 等調整をして頂

きます。  

・事業計画書提 出  事業実施 1 か月前を目 途にご提出 ください。  

（pdf ファイル又は 郵送）  

・支援事業実施  平成 30 年 7 月 10 日（火 ）～平成 31 年 1 月 15 日（火）  

①旅費請求書提 出  ・各支援実施 2 週間前 迄に、ご提 出 ください 。  

（pdf ファイル又は 郵送）  

②謝金申請書提 出  ・支援員事業がす べて終了後、1 週 間以内に、ご提出 ください。 

③報告書提出  ・支援員事業終 了後  2 週間 以内に、ご提 出 く ださい。  

 

14 申込上 の注意  

（1）支援 員の派遣希望 がある場合  

・特定の支援員 等を希望す る場合は、 申込用 紙に 当該支援員 等への連絡 の有無をご

記入ください。  

（2）特定 の支援員等の 派遣希望が ない場合  

・公文協ホ ームページ 内「専門人材情 報」を ご活用ください（ ただし、選んで いただ

いた方を、必ず しも派遣で きる わけでは あり ません。ご了承 ください）。  

  専門人材情 報  https://www.zenkoubun.jp/jinzai/index.html  

・特定の 支援員のご 希望がない 場合は、申込 書、希望支援 員の氏名欄 に「マッ チング

希望」と記入 してください 。審査会 に諮り、希望分野の支援 員 等を申込 者に提案し

ます。  
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15 謝金等  

謝金及び旅費に ついては 、全国公文 協 が規程 により直接支援 員等に対し 支払います 。原   

則、申込者の立 替等はあり ません。  

 

16 申込先 ・問合せ先  

  公益社団法 人全国公立 文化施設協会  

〒104-0061 東京都 中央区銀座 2-10-18 東 京都中小企業会館 4 階  

電話  03-5565-3030 FAX 03-5565-3050 

E-MAIL culture@zenkoubun.jp 

    担当： 堀江・菅生 ・嘉山  

 


